




要約:全国レベルでのハイリスク児出生の実態把握と迫跡管理を確立させるためには、す

でに現在運用されている母子保健法に基ずく未熟児養育医療給付及び未熟児の訪問指導の

現状調査を行う必要がある。そこで大阪市での未熟児養育医療事業の実態調査を行った。

調査対象期間は 1994 年とした。同年の大阪市への出生届出数は 25, 124 名であった。そ

のうち、出生体重 2,500g 未満の低出生体重児は 1, 968 名であった。1 年間の未熟児訪問

指専対象者は 1, 502 名であったか、訪問が実施されたのは 1, 323 名であり、約 180 名の

訪問未実施者が存在した。未実施の原因に関しては今後の調査が必要である。


